
様式第１０ 

循環型社会形成推進地域計画改善計画書 

 

地域名 構成市町村等名 計画期間 事業実施期間 

広島県福山市 福山市 平成 26 年度～令和 2 年度 平成 26 年度～令和 2 年度 

 

１ 目標の達成状況 

（生活排水処理） 

指      標 

 

現 状 

（平成26年度） 

目 標 

 （令和2年度） A 
実 績 

 （令和2年度） B 
実績 

/目標 

総人口  
   

 

公共下水道 

 

汚水衛生処理人口 

汚水衛生処理率 

303,902 
              64.5％ 

325,500 
           72.4％ 

332,295             
     71.4％ 

 131.5% 

87.3% 

集落排水施設等 

 

汚水衛生処理人口 

汚水衛生処理率 

 
   

合併処理浄化槽等 

 

汚水衛生処理人口 

汚水衛生処理率 

4,6260 
               9.8％ 

48,476 
         10.7％ 

44,275 
              9.5％ 

-89.6% 

-33.3% 

未処理人口 汚水衛生未処理人口 
118,836 73,373 86,528  71.1% 

※目標未達成の指標のみを記載。 

２ 目標が達成できなかった要因 

合併処理浄化槽等の汚水処理人口が▲4,201 人（実績 44,275 人－目標 48,476 人），汚水衛生処理率▲1.2%（実績 9.5%－目標 10.7%），
未処理人口が 13,155 人（実績 86,528 人－目標 73,373 人）となり，目標を達成できなかった。公共下水道，集落排水施設への転換が進んだ
ことや，高齢化が進み，合併処理浄化槽への転換が進まなかったことが原因と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 



３ 目標達成に向けた方策 

目標達成年度令和 6 年度まで 

公共下水道については，人口密集地域や住民要望が高く早期に下水接続が見込まれる地域から優先的に整備を行う。 

合併処理浄化槽については，単独処理浄化槽からの転換を促進するため，令和 3 年度から宅内配管工事に係る補助制度を新設した。広
報誌やホームページを活用し，本制度を周知し汚水未処理人口の減少に努める。 

 

 

 

（都道府県知事の所見） 

汚水衛生未処理人口の改善には、公共下水道や農業集落排水への転換推進と並行して、合併浄化槽への転換促進が不可欠となる。市民
への広報、市で令和 3 年度から新設された補助制度の活用等により、引き続き汚水衛生未処理人口の減少に努めていただきたい。 

 


